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プロフィール 

■ 作野 広和（さくの ひろかず） 

＜経 歴＞ 

1968 年５月，島根県松江市生まれ。 

広島大学大学院文学研究科修了，同大助手，島根大学講師，准教授を経て，2014 年４月より教授。この間，

放送大学，福岡教育大学，愛媛大学，広島大学大学院，美作大学，京都大学大学院等において非常勤講師を

務める。2016 年３月に在英日本大使館の招聘により英エジンバラ大学とオックスフォード大学にて講演。 

島根大学教育学部においては共生社会教育講座に所属し，地理学を担当。 

専門は農業・農村地理学，過疎・中山間地域論，GIS（地理情報システム）。 

＜委員・役職・社会的な活動＞ 

○学会・研究活動 

・日本地理学会会員，人文地理学会代議員，経済地理学会評議員，地理科学学会評議員，地域地理科学会編

集委員，島根地理学会幹事，東北地理学会会員，流域圏学会会員，全国社会科教育学会会員等 

○行政委員 

・総務省「暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究会」委員（2014 年度～） 

・総務省「これからの移住・交流施策のあり方に関する検討会」構成員（2016 年度・2017 年度） 

・総務省「「田園回帰」に関する調査研究会」委員（2017 年度） 

・総務省「過疎問題懇談会」構成員（2017 年度～）  ・国土審議会特別委員（2017 年度） 

・島根県中山間地域研究センター客員研究員  ・兵庫県豊岡市地域コミュニティアドバイザー  

・島根県吉賀町まちづくりアドバイザー  ・島根県立矢上高等学校魅力化推進本部会議議長   等 

＜主な地域づくり活動＞ 

○2005年より兵庫県佐用町金子集落の活動に関わり，「矢原山ホタルむら」の開村に導く。 

○2006年より兵庫県佐用町江川地区の地域づくりに関わり，現在は佐用町地域づくりアドバイザー。 

 2018 年度より，佐用町地域づくり協議会のテコ入れに関わる。 

○2009年より江津市松平（まつひら）地区に研究室分室「松平ラボ」を設置。 

○2009 年より国道 54 号線の持続的活用を考える飯南の会座長としてアクションプランをまとめる。2013

年に国道 54 号線活性化アクションプラン推進協議会会長に就任し，飯南町の地域づくりに奔走。 

○2012 年より吉賀町柿木村地域振興協議会と柿木村地域自治区のあり方について検討開始。 

 2015 年度に「柿木村手づくり自治区」を設立。現在，同町蔵木地区において手づくり自治区設立検討中。 

○2013 年より豊岡市新しい地域コミュニティのあり方検討委員会委員長に就任。 

 2017 年４月１日に豊岡市全 29地区において，公民館を廃止し，新しい地域コミュニティ組織が発足。 

○2014 年７月 島根県邑南町に研究室分室「邑南ラボ」を開設。地域協創人材育成プロジェクト実施中。 

○2014 年 10 月 矢上高校将来ビジョン策定委員会委員長に就任。2015 年３月に「矢上高校将来ビジョン」

を策定し，同年４月に矢上高校魅力化推進本部会議議長に就任。 

○2015 年６月に奥出雲町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会会長に就任。奥出雲全体の方針を検討。 

○2016 年２月より，安来市上山佐地区，宇波地区，西谷地区，布部地区の地域づくりに関与を開始。 

○2016 年４月に奥出雲町に「奥出雲ラボ」を設置。たたら製鉄・そろばん産業等のプロジェクトを展開中。 

○2018 年より日野高校魅力向上アドバイザーに就任。中山間地域における高校存立に関する研究に着手。 

○2018 年７月に，飯南町に「飯南ラボ」を設置し，飯南町の魅力発見と情報発信に関する研究に着手。 

＜著書・雑誌表紙＞ 

 

 



 

現在、各地域において地域自主組織

の設立の取り組みがなされていると

ころですが、そもそも地域自主組織と

は何か？何か分かりづらい!!との声

があります。この地域自主組織につ

いていっしょに考えてみましょう。 

～自治会（集落）との違い～ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雲南市役所 

 地域振興課・総合センター自治振興課 

今なぜ 地域自主組織なのか？ 

(１)今、住民が自立するチャンス！ 

 

 

 

 

 

 

 今こそ、住民の力が発揮できるチャンス！自分達の手で

快適な生活や収益を得る取り組みを始めましょう。 

基本は、「住民の発想を自らが実践する」ということ。 

行政の肩代わりを押しつけられるのではありません。 

 

 

 

 

 

 

「自分の思っていたことが動きになった」という喜びは、

きっと自信や誇りにつながるでしょう。 

 

(２)集落（自治会）の役割と限界 

地域内の組織には集落（自治会）があります。地域活

動の担い手として大きな役割を果たしてきた集落も、現代

に合わせて少しずつ方法を変えていくことも必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)新たな地域運営母体「地域自主組織」 

雲南市では、住民の思いを形にする手段として「地域

自主組織」を推進しています。これは、様々な住民が楽し

く関わることのできるものとして期待が高まっています。市

内に全部で 44 地区あり、そのうち 24 地区で組織が立ち上

がっています。（平成 18 年 3 月末 現在） 

多様な活動を行うには担い手が必要です。そのため、

「地域自主組織」は一定量の人口を確保できる公民館区

や小学校区、あるいは数集落を単位としているものが多く

なっています。ただし、重要なのは規模ではなく、しくみで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町や地区ごとに歴史や特徴があります。従って、他の

事例を真似しても成功するとは限りません。「地域自主組

織」は、まず様々な世代の住民がしっかりと話し合いを行

うことが基本です。マイペースで楽しみながら進めていき

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

暮らしの自己設計市町村合併

行財政改革 アイディア実現

＜「地域自主組織」に必要なしくみ＞ 

①「１戸１票制」を打破し、子どもや若者、女性など

幅広い世代が関わる「１人１票制」を実現する。 

②生活の維持、福祉、楽しみの実現、産業振興な

ど、幅広い分野の活動を進める。 

③課題ごとに部会を設けるなど、住民１人ひとりが

「気軽に取り組める」、「楽しく取り組める」、「やる

気を発揮できる」しくみをつくる。 

＜住民ができること（行政にはできないこと）＞

 ①生活者ならではの発想や課題を出し合おう！ 

 ②地域の魅力を発見しよう！ 

 ③生きがいや充実を感じる活動を始めよう！ 

自然環境の維持 
イベントの 

企画・実施 
＜集落の性質＞ 

 ①会合には主に世帯主が出席。・・・「１戸１票制」

  →男性の年配者による発想で物事を考える。 

 ②会合の内容を家族に伝えることが少ない。 

  →女性や若者が考え、意見を言う機会がない。 

 ③代表者は持ち回り（輪番制）。 

  →新しいことに積極的に取り組むことが難しい。

生活支援 

子育て支援
産業おこし 

（収益事業） 高齢者福祉
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地域自主組織の活動のポイント 

雲南市地域振興課            電話 0854-40-1013 

大東総合センター自治振興課   電話 0854-43-8168 

加茂総合センター自治振興課   電話 0854-49-8601 

木次総合センター自治振興課   電話 0854-40-1080 

三刀屋総合センター自治振興課 電話 0854-45-2111 

吉田総合センター自治振興課   電話 0854-74-0211 

掛合総合センター自治振興課   電話 0854-62-0300 

１ 様々な世代が関わる機会をつくる 

 地区には子ども、お年寄り、男性、女性など様々な立場

の人が住んでいます。みんなが参加できる機会を多くつく

れば、活動にも深みが出て楽しくなります。 

まずは住民がどのような考えを持っているのかを把握

することが有効です。さらに、地区内の良いところや課題

を、見方の異なる人たちの目で探してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例を参考に、地区に合った方法を実施してみてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 活動がリーダーを育てる 

リーダーの存在は確かに大きいですが、リーダー１人

が頑張っても地区は動きません。地区には様々な人が存

在し、みんな何かの特技を持っています。住民それぞれ

の得意技を活かす活動や役割を考えれば、住民１人ひと

りがその道のリーダーとして活躍することができます。組

織づくりや活動を通してリーダーが育ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地区内の情報流通を進める 

地域自主組織の理念、目標、組織の構成などは、これ

からの話し合いによってつくられていくことと思います。そ

の過程を地区内に知らせることが重要です。 

情報発信を行う時、地区外部への働きかけを考えがち

ですが、最初の段階では地区内部への情報の流通の方

が何倍も重要になります。 

 

 
検討や活動の内容が十分に伝わっていないと・・・ 

 

あぁ、あれは一部の

人達がやっていること

だから・・・

 

 

 

 

 

 
検討や活動の内容を知らせることができれば・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雲南市では「地域自主組織」の検討が始まったばかり。

地区の実情や若い世代の意見を十分につかみ、住民同

士が議論しながら、地区がもっと好きになる仕組みを考え

てみてください。まずは楽しみを織りまぜ

ながら話し合いを始めましょう！ 

 

「地域自主組織」に関するお問い合わせは・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

〔2006 年 4 月発行〕 

ウチの地区には 

リーダーがいない…
そうか、僕の地区でこ

れが始まったのか！ 
＜様々な住民の意見を聞く方法（例）＞ 

①子どもからお年寄りまでを対象とした全員アンケ

ートの実施。 

②世代別意見交換会の開催。（20 歳代以下、30

～40 歳代、50～60 歳代、70 歳代以上、など） 

③地区の地図を見ながら、良いところや問題点を

探す。 

④みんなで地区内を歩いて、実際に目で見て点検

作業を行う。 

みんなの得意技を持ち寄って、

「リーダー群」をつくろう！ 

世帯主以外の方にも情報を届けるには、地区内

向けの情報紙の発行が有効です。固い話だけ

ではなく、地区の良いところを紹介や、子どもに

も読みやすい表現を考えてみましょう。 

話をまとめることが得意

話し合い活動（ワークショップ）の風景 

草刈りが大変だ…

地区全体で助け合って

草刈りをしよう！ 

年寄りが

多くてねぇ。

若いモンも

頑張るよ！

この人がいると雰囲気がなごむ

地区の歴史博士！ 

昆虫のことなら僕に任せて 

事務作業をこなせる

コンニャクづくりが上手！ 
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住民主体の地域課題の解決に向けた

地域運営組織の形成

○中山間地域等において、将来にわたって地域住民が暮らし続けることができるよう、必要な生活
サービスの維持・確保や地域における仕事・収入を確保し、将来にわたって継続できるような「小さ
な拠点」の形成（集落生活圏を維持するための生活サービス機能の集約・確保と集落生活圏内外
との交通ネットワーク化）が必要。

○あわせて、地域住民自らによる主体的な地域の将来プランの策定とともに、地域課題の解決に向
けた多機能型の取組を持続的に行うための組織（地域運営組織）の形成が必要。

○2020年までに小さな拠点を全国で1,000箇所（2017年5月：908箇所）、地域運営組織を全国で
5,000団体（2016年10月：3,071団体）形成する。

集落生活圏

集落 集落

集落

集落

旧役場庁舎

スーパー
跡地

郵便・ATM 小学校

ガソリン
スタンド

道の駅

例：旧役場庁舎を
公民館等に活用

例：コミュニティバス等により交通手段を確保

例：道の駅での日用品販売や住民の活動拠点に

診療所

例：付加価値の高い
農林水産物加工場

例：地域資源を活かした作
物を栽培、道の駅で販売

例：集落の女性組織によ
る６次産業化商品の開発

例：小学校の空きスペースや
廃校舎を福祉施設等に活用

例：撤退後のスーパーを
住民により運営

取組イメージ

「小さな拠点」及び「地域運営組織」の形成推進

小さな拠点の形成

人材の育成・確保、資金の確保、事業実施ノウ
ハウの取得、法人化の促進等

農林水産業教育
交通

商業・買い物
・金融

医療・
介護・福祉

文化
防災

子育て

移住
田園回帰

ｴﾈﾙｷﾞｰ

観光

生活サービスの維持確保
地域における仕事・収入の確保

優良事例の横展開、人材・情報交流のための
プラットフォームづくり

中山間地域をはじめとして、暮らし続けられる地域の維持 1



公民館エリア（旧小学校区）を基本とし、住民のみなさんの話し合いを通
じて、日常生活に必要な機能やサービスを確保したり、地域の資源を活用し、
しごと・収入を確保する取組として
・「生活機能の確保」 ・「生活交通の確保」 ・「地域産業の振興」

の３つの柱の仕組みづくりを進めます。
■３つの柱の取組み（主なもの）

『小さな拠点づくり』の３つの柱

草刈り、祭り

高齢者見守り

買い物支援

防災活動

鳥獣被害対策

耕作放棄地解消

特産品づくり・販売

冠婚葬祭サービス

農家レストラン

生
活
機
能
の
確
保

集落営農

地
域
産
業
の
振
興

集落

基幹集落

集落
集落

集落集落

配食サービス
自治会輸送等

生活交通の確保

2



会長 

副会長 
評議会  

（集落代表） 

総
務
・企
画
部 

生
涯
学
習
部 

地
域
づ
く
り
部 

ふ
れ
あ
い
部 

南部町７地域振興協議会 と 集落（住民）、行政との連携フロー 

[南部町地域振興協議会]       
（７団体） 

町
（行
政
） 

協
議
会
を
構
成
す
る
集
落 

（
10
～
27
集
落
） 

情報・認識の共有 

（毎月の連絡会と各部署が必要に応じて協議 

・施策に反映） 

財政支援 

（交付金規則制定） 

身近な公共の実施（防災、コニュ
ニティ活性化、環境、福祉他） 

法的裏付け 

（地域振興区の設置等を定める条例） 

集落代表 

（区長等） 

各部役員・部員 

 

集落対策（地域課題の解決）      
（協議会と住民、行政の協働） 

集落支援員（事務局員） 

[協議会規則に基づく活動]       
（総務省通知に合致） 

      [募集] 

      [採用] 

（雇用条件通知書） 

事業・会計等専門的支援 
地域振興協議会

サポートスタッフ 
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組織体制及び共通する活動分野 

　会長 　（任期３年、町非常勤特別職）

副会長 　（任期３年、町非常勤特別職）

総務企画部 公民館部 地域づくり部 ふれあい部

部長 部長 部長 部長

副部長 副部長 副部長 副部長

部員 部員 部員 部員

事業内容 事業内容 事業内容 事業内容

生活安全の確保 生活環境 健康管理・増進

交通安全 植樹、花壇設置 福祉の向上

自主防災組織育成 運動会、スポーツ ごみ収集所の設置 健康づくり

防犯活動 伝統文化の継承 道路・公園の清掃 体力づくり

子ども見守り お祭りの開催 地域内一斉清掃 食生活改善の推進

防犯灯の設置及び管理 青少年の健全育成 産業振興 ご近所福祉

生活環境の整備 子ども会の育成 農・林道の補修 敬老会開催

危険箇所の改善 人権啓発活動 特産品の開発 子育て支援

男女共同参画社会推進 収穫祭

農作物被害対策

事　　務　　局

文化・学習・ス
ポーツ活動

評議委員会
（地区内集落
の区長、議決
権をもつ）

会長・副会長は各地域
で選出され、町長がこ
れを承認する。

　
地
元
採
用
の
事
務
局
員
２
名

12 



Ｇ公社・加工施設

②ＧＳ拠点

あば温泉

Ｇ公社の農産物加工施設を移転・交流施
設を併設予定

①小学校跡地

あば交流館

あば村運営協議会のマネジメント

持続可能な地域経営、地域運営

【あば村の小さな拠点イメージ】

基幹公共交通、行政窓口、緊急対応機能、地域支援機能の維持

行政（津山市）

阿波児童館

旧小学校体育館

③市役所阿波支所

阿波郵便局

阿波幼稚園
（休園中）

阿波公民館

保健福祉センター

コミュニテイ体育館
地域防災拠点（太陽光発電施設を設置予定）

地域の金融機関

陶芸・木工施設の有効活用

⇒子どもたちの居場所づくりへ

地域の文化・学習拠点

ガソリンスタンド・購買
⇒地域のエネルギー拠点・生活支援の拠点へ

宿泊・食事施設 温泉・交流施設

保健・福祉拠点
ディサービス他

小さな拠点
の核施設②

小さな拠点
の核施設①

小さな拠点
の核施設③

①窓口機能②緊急対応機能③地域振興機能
⇒地域振興の拠点へ

移転 小学校跡地・体育館

⇒グリーンツーリズム事業の展開等交流拠点へ

・木の駅事業
・小水力発電事業

・アヒル農法
実践農場

・お試し住宅

・市営住宅

高齢者施設の可能性

⇒G公社が地域の総合商社へ

（キーワード：小規模・分散・複合化・近隣循環・協働）
１６

③拠点内施設のネットワーク化と「小さな拠点」の啓発

・市営住宅

市営阿波バスと過疎地有償運送で、
高齢者の足を確保。



　
地
域
運
営
組
織
の
設
立
が
広
ま
っ
た
背

景
に
は
、
過
疎
化
、
少
子
化
、
高
齢
化
な

ど
に
よ
り
地
域
課
題
が
噴
出
す
る
一
方

で
、
地
域
運
営
の
担
い
手
が
減
り
、
既
存

の
自
治
組
織
で
は
課
題
解
決
に
至
ら
な
く

な
っ
て
き
た
地
域
実
態
が
あ
る
。
と
り
わ

け
、
そ
の
直
接
的
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

は
「
平
成
の
大
合
併
」
で
あ
る
と
言
っ
て

よ
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
市
町
村
の
領
域
が

広
域
化
し
、
そ
れ
ま
で
自
治
体
等
が
担
っ

て
き
た
「
公
」
の
役
割
が
実
質
的
に
担
え

な
く
な
り
、
住
民
自
身
で
解
決
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
。
地
域
運
営
組
織
と
は
、

端
的
に
言
え
ば
「
自
分
た
ち
の
地
域
を
自

分
た
ち
で
つ
く
っ
て
い
く
た
め
の
組
織
」

と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、「
平
成
の
大
合
併
」
は
地
域

運
営
組
織
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
契
機
に
過

ぎ
な
い
。
地
域
運
営
組
織
の
設
立
は
、
団

体
自
治
組
織
で
あ
る
自
治
体
と
住
民
自
治

組
織
と
の
関
係
性
を
新
し
い
ス
テ
ー
ジ
に

導
く
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
地
域
運
営

組
織
の
設
立
段
階
に
応
じ
て
、
自
治
体
が

果
た
す
役
割
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
地
域
運
営
組
織
の
構
築
段

階
を
、
⑴
検
討
段
階
、
⑵
形
成
段
階
、
⑶

活
動
段
階
、
⑷
発
展
段
階
の
４
段
階
に
分

け
て
整
理
す
る
。
た
だ
し
、
地
域
に
よ
っ

て
は
、
こ
れ
か
ら
新
た
に
立
ち
上
が
る
組

織
も
あ
れ
ば
、
法
人
格
を
取
得
し
て
独
立

し
て
活
動
し
て
い
る
組
織
も
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
地
域
運
営
組
織
は
必
ず
し
も
⑴

↓
⑷
の
順
で
構
築
さ
れ
て
い
く
と
は
限
ら

な
い
。
各
地
域
に
よ
っ
て
、
構
築
段
階
の

順
序
は
多
様
で
あ
る
が
、
あ
え
て
整
理
す

れ
ば
、
⑴
↓
⑵
↓
⑶
↓
⑷
の
順
と
、
⑴
↓

⑶
↓
⑵
↓
⑷
の
順
が
主
要
な
道
筋
だ
と
い

え
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
性
に
応
じ
た

ス
テ
ッ
プ
を
歩
ん
で
欲
し
い
。 

⑴ 
十
分
な
話
し
合
い
が
求
め
ら
れ
る
「
検

討
段
階
」

　
地
域
運
営
組
織
の
設
立
検
討
は
、
自
治

体
が
主
導
で
設
置
さ
れ
る
場
合
、
地
域
内

で
発
議
さ
れ
る
場
合
、
既
存
の
組
織
が
結

果
的
に
地
域
運
営
組
織
と
な
る
場
合
な

ど
、
多
様
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
で
あ

っ
て
も
、
こ
の
段
階
で
十
分
な
検
討
や
、

試
行
錯
誤
を
繰
り
返
す
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
。
た
だ
し
、
検
討
期
間
を
長
く
置
き
過

ぎ
た
り
、
試
行
錯
誤
の
結
果
、
迷
走
し
た

り
す
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
対
応
は
柔

軟
に
行
う
必
要
が
あ
る
。

　
自
治
体
が
主
導
す
る
場
合
、
行
政
職
員

の
み
で
検
討
す
る
こ
と
は
リ
ス
ク
が
高

い
。
地
域
実
態
に
詳
し
い
学
識
者
な
ど
を

リ
ー
ダ
ー
と
し
、
地
域
住
民
、
地
域
関
連

組
織
（
Ｊ
Ａ
・
社
会
福
祉
協
議
会
等
）、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
有
識
者
が
集
ま
っ
て
慎
重
に

検
討
す
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
兵

庫
県
豊
岡
市
で
は
，
地
域
運
営
組
織
に
詳

し
い
学
識
者
を
委
員
長
に
「
あ
り
方
検
討

委
員
会
」
を
組
織
し
、「
そ
も
そ
も
論
」

か
ら
議
論
を
ス
タ
ー
ト
す
る
と
と
も
に
、

研
修
会
、
先
進
事
例
地
域
の
視
察
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
繰
り
返
し
た
。
結
果

的
に
、
２
年
弱
の
期
間
に
20
回
の
委
員
会

を
開
催
し
、「
あ
り
方
方
針
」（
図
１
）
を

作
成
す
る
と
と
も
に
、
地
域
運
営
組
織
設

特集 人口減少社会と「地域運営組織」

住
民
主
体
の「
地
域
運
営
組
織
」

と
自
治
体
の
役
割

島
根
大
学
教
育
学
部
教
授

作
野
広
和

個
々
の
地
域
が
光
り
輝
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
町
村
全
体
の
価
値
が
高
ま
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、

自
治
体
が
ど
の
よ
う
に
地
域
運
営
組
織
に
関
わ
っ
て
い
く
か
に
よ
っ
て
、
自
治
体
の
持
続
可
能
性
を
左

右
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
治
体
が
い
か
に
地
域
運
営
組
織
を
あ
る
べ
き
姿
に
導
い
て
い
く
の
か
、
真
価

が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さくの・ひろかず　1968年島
根県生まれ。広島大学大学院
文学研究科修了。広島大学文
学部助手、島根大学教育学部
講師などを経て、2014年同教
授。総務省「地域運営組織の形
成及び持続的な運営に関する
研究会」委員、島根県中山間地
域研究センター客員研究員、兵
庫県豊岡市地域コミュニティア
ドバイザー等。専門は、農業・
農村地理学、過疎・中山間地
域論。地方の声を中央に届ける
とともに、集落単位・地区単位
の地域づくりに参画。島根県江
津市、奥出雲町、邑南町に研
究室の分室「ラボ」を設置。

 「
平
成
の
大
合
併
」を
契
機
と
し
た

地
域
運
営
組
織
の
設
立　
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人口減少社会と
「地域運営組織」

特集

立
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
、
事
例
集

な
ど
を
作
成
し
て
い
っ
た
。

　
ま
た
、地
域
に
お
い
て
も
、
十
分
な「
学

び
」
が
必
要
で
あ
る
。
講
演
会
、
意
見
交

換
会
、
視
察
等
を
通
し
て
、
住
民
が
地
域

運
営
組
織
の
存
在
を
知
り
、
そ
の
意
義
を

理
解
し
て
い
く
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。

自
治
体
は
、
こ
う
し
た
「
学
び
」
が
行
え

る
よ
う
、
助
成
金
制
度
を
設
け
た
り
、
行

事
開
催
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
積
極
的
に

行
っ
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑵
地
域
の
納
得
が

を
握
る「
形
成
段
階
」

　
地
域
運
営
組
織
の
成
否
の

を
握
っ
て

い
る
の
は
、
こ
の
段
階
で
あ
る
。
期
限
を

定
め
て
拙
速
に
準
備
を
行
っ
た
り
、
地
域

住
民
の
十
分
な
理
解
と
納
得
が
得
ら
れ
ず

に
設
立
し
た
り
し
た
場
合
、
軌
道
修
正
を

行
う
の
に
多
大
な
労
力
を
要
し
て
し
ま

う
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
自
治
体
も

住
民
も
慎
重
な
行
動
を
必
要
と
す
る
。

　
地
域
運
営
組
織
の
設
立
を
自
治
体
主
導

で
行
う
の
か
、
住
民
主
導
で
行
う
の
か
に

つ
い
て
は
、
地
域
が
置
か
れ
た
状
況
に
よ

っ
て
異
な
る
。
一
般
的
に
、
地
域
住
民
は

変
革
を
忌
避
す
る
傾
向
に
あ
る
の
で
、
新

た
な
組
織
を
設
立
す
る
場
合
に
は
、
自
治

体
主
導
が
多
い
。
一
方
、
自
治
体
が
主
導

す
る
と
、
自
治
体
内
全
域
に
お
い
て
一
律

に
組
織
を
設
置
さ
せ
て
し
ま
う
傾
向
が
強

い
。
月
並
み
な
表
現
だ
が
、「
地
域
の
実

態
に
応
じ
た
」
組
織
を
設
立
し
て
い
く
こ

と
が
望
ま
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、「
地
域
の
実
態
」
と
は
何

を
指
す
の
か
。
地
域
が
ど
の
よ
う
な
課
題

や
可
能
性
を
有
し
て
い
る
の
か
を
知
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
地
域
の
基
盤

と
な
っ
て
い
る
歴
史
的
、
宗
教
的
、
社
会

的
、
経
済
的
要
素
な
ど
を
十
分
に
踏
ま
え

る
必
要
が
あ
る
。
歴
史
的
要
素
と
は
、
地

域
が
形
成
さ
れ
た
過
程
や
、
災
害
・
疫
病

の
経
験
、
地
域
を
揺
る
が
す
よ
う
な
事
件

の
有
無
や
他
地
域
と
の
関
係
性
な
ど
が
考

え
ら
れ
る
。
宗
教
的
要
素
と
し
て
は
、
神

社
の
氏
子
圏
、
神
事
に
お
け
る
世
帯
間
の

役
割
の
差
異
、
寺
院
の
檀
家
関
係
、
新
興

宗
教
等
の
伝
播
状
況
な
ど
が
考
え
ら
れ

る
。
社
会
的
な
要
素
と
し
て
は
、
世
帯
間

の
関
係
（
例
え
ば
、
本
家
・
分
家
関
係
な

ど
）、
学
校
区
・
保
護
者
等
の
人
間
関
係
、

地
域
住
民
の
有
力
者
の
存
在
を
押
さ
え
る

必
要
が
あ
る
。
経
済
的
要
素
と
し
て
は
、

土
地
所
有
形
態
、
共
有
地
・
財
産
区
の
有

無
、
共
有
財
産
の
管
理
状
況
、
世
帯
経
済

の
格
差
等
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
要
素
は
、
地
域
住
民
で
な
い
と
知

り
得
な
い
情
報
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
自
治
体
も
地
域
に
関
与
し
て
い
く
過

程
で
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
あ
る
程
度
把

握
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
掟
」
の
よ
う
な
も

の
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
無
視
し
て

地
域
運
営
組
織
を
設
立
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
設
立
段
階
に
お
い
て
実
施

す
べ
き
こ
と
を
以
下
に
簡
単
に
記
す
。
ま

ず
、
地
域
課
題
・
地
域
資
源
の
洗
い
出
し

と
地
域
組
織
の
洗
い
出
し
と
い
う
、
い
わ

ゆ
る
「
地
域
の
棚
卸
し
」
を
行
う
必
要
が

あ
る
。
続
い
て
、
地
域
課
題
の
解
決
並
び

に
地
域
資
源
の
活
用
に
ふ
さ
わ
し
い
組
織

構
成
を
検
討
し
て
い
く
。
そ
の
際
、
既
存

の
町
内
会
・
自
治
会
と
の
関
係
を
十
分
に

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

組
織
構
成
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
た
後
に

は
、
組
織
構
造
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
域
運
営
組
織
は
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
主
体
（
組
織
・
人
物
）

が
運
営
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。

そ
の
際
、
し
ば
し
ば
リ
ー
ダ
ー
の
必
要
性

が
論
じ
ら
れ
る
が
、
大
切
な
の
は
、
リ
ー

ダ
ー
と
な
る
人
物
で
は
な
く
、
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
が
と
れ
る
環
境
で
あ
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
地

域
の
構
成
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で

「
や
り
た
い
こ
と
が
や
れ
る
」
環
境
を
形

成
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
地
域
運
営
組
織
に
と
っ
て
最

も
大
切
な
の
は
事
務
局
の
存
在
で
あ
り
、

事
務
局
が
円
滑
に
機
能
す
る
こ
と
（
以

下
、「
事
務
局
機
能
」
と
称
す
る
）
が
大

切
で
あ
る
。
現
代
社
会
に
対
応
し
た
新
し

い
地
域
運
営
組
織
は
、
従
来
組
織
の
「
記

憶
」
に
よ
る
伝
達
か
ら
、「
記
録
」
に
よ

る
伝
達
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
会
議
に

お
け
る
レ
ジ
ュ
メ
の
作
成
、
自
治
体
等
へ

の
依
頼
・
報
告
文
書
、
資
金
調
達
の
た
め

の
フ
ァ
ン
ド
申
請
書
作
成
、
情
報
の
発
信

等
、
従
来
の
地
縁
組
織
が
苦
手
と
し
て
き

た
こ
と
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
事
務
局
機

能
は
、
こ
う
し
た
事
務
的
仕
事
に
留
ま
ら

な
い
。
地
域
や
住
民
の
実
態
を
的
確
に
把

握
し
、
そ
の
時
々
に
応
じ
た
差
配
を
行
う

必
要
が
あ
る
。
い
わ
ば
、
地
域
を
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
地
域
運
営
組
織
の
事
務
局
は
、
地

域
そ
の
も
の
の
事
務
局
機
能
を
有
し
て
お

り
、
自
治
体
は
人
材
育
成
や
、
人
件
費
の

確
保
な
ど
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
必
要

が
あ
る
。　

⑶ 

自
治
体
の
支
援
が
求
め
ら
れ
る
「
活
動

段
階
」

　
活
動
段
階
と
は
、
設
立
さ
れ
た
地
域
運

営
組
織
の
活
動
が
一
定
レ
ベ
ル
で
軌
道
に

乗
る
と
と
も
に
、
活
動
が
継
続
的
に
行
わ

れ
る
た
め
の
試
行
錯
誤
が
続
く
段
階
で
あ

る
。
こ
の
段
階
で
重
要
な
の
は
、
①
活
動

図１　 兵庫県豊岡市「新し
い地域コミュニティ
のあり方方針」（概要版）
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を
継
続
し
て
い
く
こ
と
、
②
そ
の
た
め
の

活
動
資
金
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
、
③
活

動
メ
ン
バ
ー
を
拡
充
し
て
い
く
こ
と
、
な

ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　
①
に
つ
い
て
は
、
形
成
段
階
が
概
ね
３

年
と
す
る
と
、
４
年
目
以
降
の
活
動
段
階

へ
の
入
口
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
形
成
段

階
は
地
域
住
民
と
自
治
体
の
双
方
に
責
任

感
と
緊
張
感
が
あ
り
、
活
動
実
績
は
概
ね

伴
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
降
は
組
織
の
存
在

そ
の
も
の
へ
の
疑
問
、
活
動
の
マ
ン
ネ
リ

化
、
中
心
メ
ン
バ
ー
の
疲
労
感
等
、
地
域

運
営
組
織
存
続
の
危
機
が
訪
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
状
況
を
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
て
、

自
治
体
は
地
域
運
営
組
織
間
の
話
し
合

い
・
研
修
の
場
の
設
置
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

の
派
遣
、
相
談
窓
口
の
設
置
等
が
求
め
ら

れ
る
。

　
②
に
つ
い
て
は
地
域
運
営
組
織
自
体
が

集
め
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
自
治
体

が
一
定
程
度
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て

の
活
動
資
金
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

多
く
の
地
域
で
は
、「
定
額
配
分
」
と
「
人

口
割
配
分
」
と
に
分
け
、
地
域
運
営
組
織

の
規
模
に
応
じ
た
配
分
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
加
え
て
、「
競
争
的
配
分
」
を

用
意
し
、「
が
ん
ば
る
地
域
が
一
層
が
ん

ば
れ
る
」
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。
ま

た
、
各
組
織
は
公
的
団
体
や
民
間
企
業
が

用
意
し
て
い
る
フ
ァ
ン
ド
を
積
極
的
に
活

用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
申
請
書
の
作
成
や
、
プ
レ
ゼ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
能
力
が
問
わ
れ
る
。
自
治
体

は
、
こ
れ
ら
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
学
習

機
会
を
用
意
す
る
と
と
も
に
、
情
報
の
積

極
的
提
示
が
求
め
ら
れ
る
。

　
③
に
つ
い
て
は
、
地
域
内
の
風
通
し
を

よ
く
す
る
こ
と
で
、
多
様
な
人
材
を
発
掘

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
地
域
住
民
だ
け
で
は
限
界
が
あ
り
、

地
域
外
の
住
民
や
組
織
・
企
業
の
人
材
を

関
わ
ら
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
投
入
や

組
織
・
企
業
を
招
い
て
の
地
域
内
ツ
ア
ー

の
開
催
な
ど
、
自
治
体
が
果
た
す
役
割
は

大
き
い
（
図
２
）。

⑷
持
続
性
が
求
め
ら
れ
る
「
発
展
段
階
」

　
発
展
段
階
と
は
、
地
域
運
営
組
織
が
持

続
的
・
安
定
的
に
運
営
し
続
け
る
仕
組
み

を
確
立
さ
せ
る
段
階
で
あ
る
。
こ
の
段
階

に
お
い
て
も
、
⑶
活
動
段
階
の
①
〜
③
の

要
素
は
不
可
欠
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ

ら
の
取
組
み
は
自
治
体
主
体
か
ら
少
し
ず

つ
地
域
運
営
組
織
が
主
体
と
な
る
こ
と
が

望
ま
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
段
階
で
は
リ
ー

ダ
ー
や
事
務
局
ス
タ
ッ
フ
の
代
替
わ
り
も

想
定
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地

域
運
営
組
織
は
、
限
ら
れ
た
人
材
で
運
営

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
特
定
の

人
物
が
一
人
交
替
す
る
だ
け
で
組
織
の
勢

い
が
変
化
す
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ

る
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

に
、
組
織
の
後
継
人
材
育
成
は
、
長
期
的

視
野
に
立
っ
て
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
発
展
段
階
に
お
け
る
主
要

な
関
心
事
は
、
組
織
を
法
人
化
す
る
か
否

か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
法
人
化
の
意
義

と
課
題
や
そ
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
は
別
稿

を
参
照
し
て
頂
き
た
い
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
自
治
体
の
関
わ
り
が
大
き
く
影
響
す

る
要
素
で
あ
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
格
を
取
得

す
る
場
合
、
都
道
府
県
な
い
し
は
市
町
村

が
窓
口
と
な
る
た
め
、
法
人
化
に
向
け
て

の
ア
ド
バ
イ
ス
や
法
人
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
構
築
な
ど
、
自
治
体
に
は
多
様
な
役
割

が
求
め
ら
れ
る
。

　
２
０
１
５
年
度
に
多
く
の
自
治
体
が
策

定
し
た
、
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ
く
地
方

版
総
合
戦
略
は
、
17
年
度
で
早
く
も
折
り

返
し
地
点
を
迎
え
る
。
多
く
の
ア
イ
デ
ア

を
結
集
し
た
総
合
戦
略
は
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
「
攻
め
」
の
観
点
が
強
い
。
こ
れ
に

対
し
、
こ
れ
ま
で
連
綿
と
続
い
て
き
た
地

域
を
今
後
も
維
持
し
て
い
く
た
め
の
「
守

り
」
の
要
が
地
域
運
営
組
織
で
あ
る
。
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
地
域
運
営
組
織
を
設

立
し
た
り
、
組
織
を
維
持
し
た
り
す
る
こ

と
は
手
段
で
あ
り
、
持
続
可
能
な
地
域
づ

く
り
と
地
域
住
民
の
「
幸
せ
」
を
実
現
さ

せ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
各
自
治
体

は
、「
組
織
を
作
っ
て
終
わ
り
」
と
す
る

の
で
は
な
く
、
地
域
住
民
と
対
等
な
立
場

で
、
未
来
永
劫
に
わ
た
り
責
任
を
も
っ
て

歩
み
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
個
々
の
地

域
が
光
り
輝
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
町
村

全
体
の
価
値
が
高
ま
る
こ
と
を
常
に
意
識

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で

は
、
自
治
体
が
ど
の
よ
う
に
地
域
運
営
組

織
に
関
わ
っ
て
い
く
か
に
よ
っ
て
、
自
治

体
の
持
続
可
能
性
を
左
右
す
る
こ
と
に
な

る
。
自
治
体
が
い
か
に
地
域
運
営
組
織
を

あ
る
べ
き
姿
に
導
い
て
い
く
の
か
、
真
価

が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

真
価
が
問
わ
れ
る
自
治
体
に
よ
る

地
域
運
営
組
織
へ
の
関
わ
り

図２　構築段階に応じた自治体による
　　　地域運営組織への支援内容（兵庫県豊岡市）

創生期
H26～ H28（H30）

促進期
H29～ H35

展開期
H36～

コミュニティ活性化交付金
（創生事業交付金）の交付

コミュニティ活性化交付金
（活動促進事業交付金）の交付

一括交付金の交付（活動費、運営費、人件費）

一括交付金の交付
（地域雇用）

地域コミュニティ支援員
の派遣 地域マネージャーの市雇用

指定管理者制度
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